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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 1編 

第 4章 

(P6,7) 

 

２ 気候 

  本市の気候は、太平洋岸気候で、夏は高温多雨、冬は少

雨という特徴がある。平成 24242424 年の統計数値によると、年

平均気温は 15151515....7777℃、年総降水量は 1111,720,720,720,720....0000㎜であり、四季

を通じて温暖であり、比較的過ごしやすい日が多い。ただ、

冬期においては、関ヶ原などの山あいを通る季節風による

降雪がしばしばみられ、積雪となることもある。 

 

図１－２ 市の月別平均気温と降水量（平成 24242424 年） 

 
 

３ 人口 

(1) 本市の人口は、平成 24242424年 10101010月１日現在（住民登録）

で 151515153333,,,,410410410410人であり、昭和 35年ごろから一貫して増加

していたが、平成たが、平成たが、平成たが、平成 20202020 年を境に減少に転じている。年を境に減少に転じている。年を境に減少に転じている。年を境に減少に転じている。 

(2) 65 歳以上の高齢者は 30303030,,,,082082082082人、高齢者の占める割合

は 11119999.6.6.6.6％であり、外国人住民住民住民住民は 7777,,,,312312312312人、外国人の占

める割合は 4444....8888％である。 

(3)から(4)略 

 

２ 気候 

  本市の気候は、太平洋岸気候で、夏は高温多雨、

冬は少雨という特徴がある。平成 17171717年の統計数値に

よると、年平均気温は 15151515....8888℃、年総降水量は 1111,211,211,211,211....2222

㎜であり、四季を通じて温暖であり、比較的過ごし

やすい日が多い。ただ、冬期においては、関ヶ原な

どの山あいを通る季節風による降雪がしばしばみら

れ、積雪となることもある。 

 

図１－２ 市の月別平均気温と降水量（平成 17171717 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 人口 

(1) 本市の人口は、平成 18181818 年 4444 月１日現在（住民

登録及び外国人登録及び外国人登録及び外国人登録及び外国人登録）で 151,288151,288151,288151,288人であり、昭和

35年ごろから一貫して増加している。る。る。る。 

(2) 65 歳以上の高齢者は 22,07822,07822,07822,078人、高齢者の占め

る割合は 14.614.614.614.6％であり、外国人登録者数登録者数登録者数登録者数は 8,3058,3058,3058,305

人、外国人の占める割合は 5.55.55.55.5％である。 

(3)から(4)略 

 

 

 

統計数値の修正に

よる変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 1編 

第 4章 

(P7,8) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

統計数値の修

正による変更 

 

第 1編 

第 4章 

(P8) 

 

５ 空港 

  本市の南部には、県営名古屋空港があり、その施設

の一部が市域内にある。 

 

 

 

 

 

 

 

５ 空港 

  本市の南部には、県営名古屋空港があり、その施設の一

部が市域内にある。 
 

 
 
 

 

数値の修正に

よる変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 2編 

第 1章 

第 1 

(P14) 

 

２ 市職員の参集基準等 

 (1)から(4) （略） 

 

 (5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応 

          （中略） 

市対策本部長である市長に事故があった場合には、

副市長副市長副市長副市長、総務部長の順に指揮をとる。 

 

２ 市職員の参集基準等 

 (1)から(4) （略） 

 

 (5) 幹部職員等の参集が困難な場合の対応 

          （中略） 

市対策本部長である市長に事故があった場合に

は、副市長２人副市長２人副市長２人副市長２人、総務部長の順に指揮をとる。 

 

役職名の記

載方法の変

更 

 

第 2編 

第 1章 

第 2 

(P17) 

 

４ 指定公共機関等との連携 

(1) （略） 

(2) 医療機関との連携 

    （中略） 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう、（公（公（公（公

財）財）財）財）日本中毒情報センター等の専門的な知見を有する

機関との連携に努める。 

 

４ 指定公共機関等との連携 

(1) （略） 

(2) 医療機関との連携 

    （中略） 

また、特殊な災害への対応が迅速に行えるよう、

（財）（財）（財）（財）日本中毒情報センター等の専門的な知見を有

する機関との連携に努める。 

 

公益財団法

人に変更し

たことによ

る変更 

 

第 2編 

第 2章 

(P24) 

 

１ 避難に関する基本的事項 

(1)から(2) （略） 

(3) 高齢者、障がい者等への配慮 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障が

い者等自ら避難することが困難な避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者

の避難について、自然災害時への対応として作成して

いる避難支援プランを活用しつつ、避難対策を講じ

る。その際、避難誘導時においては、職員の配置に留

意する。 

 

１ 避難に関する基本的事項 

(1)から(2) （略） 

(3) 高齢者、障がい者等災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者への配慮 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障

がい者等自ら避難することが困難な者の避難につ

いて、自然災害時への対応として作成している避難

支援プランを活用しつつ、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者の避難対

策を講じる。その際、避難誘導時においては、職員

の配置に留意する。 

 

災害対策基

本法改正に

伴う変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 3編 

第 1章 

(P30) 

 

 

１ 武力攻撃事態等の認定後における国民保護措置の実施

体制 

 (1)から(2) （略） 

 

   図３－２ 市緊急事態連絡室の構成等 

    ※図一部抜粋   

連絡室長 市 長 

参集室員 副 市 長副 市 長副 市 長副 市 長    

消 防 長    

総 務 部 長 

関係部長・次長・課長 

 

 

 

１ 武力攻撃事態等の認定後における国民保護措置の実

施体制 

 (1)から(2) （略） 

 

   図３－２ 市緊急事態連絡室の構成等 

    ※図一部抜粋   

連絡室長 市 長 

参集室員 副市長２人副市長２人副市長２人副市長２人    

消 防 長    

総 務 部 長 

関係部長・次長・課長 

 

 

 

役職名の記載

方法の変更 

 

 

第 3編 

第 2章 

(P33) 

 

 

１ 市対策本部の設置 

 (1)から(2) （略） 

 

   図３－３ 市対策本部の組織及び機能 

    ※図一部抜粋   

対策副本部長 

副 市 長副 市 長副 市 長副 市 長 
 

 

１ 市対策本部の設置 

 (1)から(2) （略） 

 

   図３－３ 市対策本部の組織及び機能 

    ※図一部抜粋   

対策副本部長 

副 市 長 ２ 人副 市 長 ２ 人副 市 長 ２ 人副 市 長 ２ 人    
 

 

役職名の記載

方法の変更 

 

 

 

 

 

 



小牧市国民保護計画の軽微な変更にかかる新旧対照表 
 

- 5 - 

 

 

頁 変更後 変更前 変更理由 

第 3編 

第 2章 

(P33) 

 

１ 市対策本部の設置 

(1)から(2) （略） 

   図３－３ 市対策本部の組織及び機能 

※図一部抜粋 

 
 

対策本部員 

教 育 長 

病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者 

市長公室長市長公室長市長公室長市長公室長 

総務部長 

地域活性化営業部地域活性化営業部地域活性化営業部地域活性化営業部長長長長 

市民生活部長市民生活部長市民生活部長市民生活部長    

健康福祉部長 

こども未来部長こども未来部長こども未来部長こども未来部長 

都市建設部長 

上下水道部長上下水道部長上下水道部長上下水道部長 

教育部長 

消 防 長 

市民病院事務局長 

議会事務局長 

会計管理者 

監査委員事務局長    

 

１ 市対策本部の設置 

(1)から(2) （略） 

   図３－３ 市対策本部の組織及び機能 

※図一部抜粋 

 
 

対策本部員 

教 育 長 

市民病院長市民病院長市民病院長市民病院長    

企画部長企画部長企画部長企画部長    

総務部長 

市民産業部長市民産業部長市民産業部長市民産業部長    

健康福祉部長 

環境交通部長環境交通部長環境交通部長環境交通部長 

都市建設部長 

都市建設部参事都市建設部参事都市建設部参事都市建設部参事 

水道部長水道部長水道部長水道部長    

教育部長 

消 防 長 

市民病院事務局長 

議会事務局長 

会計管理者 

監査委員事務局長    

 

組織改正による

変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 3編 

第 4章 

第 1 

(P41) 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

(1)から(2) （略） 

 (3) （略） 

   この場合において、消防本部は、保有する車両・

装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うとと

もに、消防団は、平素からの地域との密接なつなが

りを活かし、自主防災組織、自治会や要配慮者要配慮者要配慮者要配慮者等へ

の個別の伝達を行うなど、それぞれの特性を活かし

た効率的な伝達が行われるように配意する。（略） 

(4) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、

障がい者、外国人等に対する伝達に配慮するものと

し、具体的には、避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者に関する避難支

援プランを活用するなど、要配慮者要配慮者要配慮者要配慮者に迅速に正しい

情報が伝達され、避難などに備えられるような体制

の整備に努める。 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

(1) から(2) （略） 

 (3) （略） 

   この場合において、消防本部は、保有する車両・

装備を有効に活用し、巡回等による伝達を行うと

ともに、消防団は、平素からの地域との密接なつ

ながりを活かし、自主防災組織、自治会や災害時災害時災害時災害時

要援護者要援護者要援護者要援護者等への個別の伝達を行うなど、それぞれ

の特性を活かした効率的な伝達が行われるように

配意する。（略） 

(4) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、

障がい者、外国人等に対する伝達に配慮するもの

とし、具体的には、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者に関する避難

支援プランを活用するなど、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者に迅

速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられ

るような体制の整備に努める。 

 

 

災害対策基本法

改正に伴う変更 

 

第 3編 

第 4章 

第 2 

(P43) 

 

２ 避難実施要領の策定 

(1)から(2) （略） 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮

する。 

  アからオ （略） 

  カ 避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者の避難方法の決定（避難支

援プラン） 

 

２ 避難実施要領の策定 

(1)から(2) （略） 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

   避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考

慮する。 

  アからオ （略） 

  カ 要援護者要援護者要援護者要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン） 

 

災害対策基本法

改正に伴う変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 3編 

第 4章 

第 2 

(P44,45) 

 

３ 避難住民の誘導 

(1) （略） 

 (2)  消防機関の活動 

  ア 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・

救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避

難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置

し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を

実施するとともに、自力歩行困難な避難行動要避難行動要避難行動要避難行動要

支援者支援者支援者支援者の運送を行う等保有する装備を有効活用

した避難住民の誘導を行う。 

  イ 消防団は、消火活動及び救助・救急活動につ

いて、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主

防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導

を行うとともに、避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者避難行動要支援者に関する情

報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当

する等、地域とのつながりを活かした活動を行

う。 

(3)から(5) （略） 

(6) 高齢者、障がい者等への配慮 

   市長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行

うため、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制

度関係者、障がい者団体等と協力して、避難行動避難行動避難行動避難行動

要支援者要支援者要支援者要支援者への連絡、運送手段の確保を的確に行う

ものとする。 

 

 

３ 避難住民の誘導 

(1) （略） 

 (2)  消防機関の活動 

  ア 消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・

救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避

難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置

し、車載の拡声器を活用する等効果的な誘導を

実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援災害時要援災害時要援災害時要援

護者護者護者護者の運送を行う等保有する装備を有効活用

した避難住民の誘導を行う。 

  イ 消防団は、消火活動及び救助・救急活動につ

いて、消防本部又は消防署と連携しつつ、自主

防災組織、自治会等と連携した避難住民の誘導

を行うとともに、災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者災害時要援護者に関する情報

の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当

する等、地域とのつながりを活かした活動を行

う。 

(3)から(5) （略） 

(6) 高齢者、障がい者等への配慮 

   市長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行

うため、社会福祉協議会、民生委員、介護保険制

度関係者、障がい者団体等と協力して、災害時要災害時要災害時要災害時要

援護者援護者援護者援護者への連絡、運送手段の確保を的確に行うも

のとする。 

 

災害対策基本法

改正に伴う変更 
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頁 変更後 変更前 変更理由 

 

第 3編 

第 5章 

(P49) 

 

３ 救援の内容 

(1) 救援の基準等 

ア 市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による救援の程度及び方法の基準」（平平平平

成成成成 25252525 年内閣府告示第年内閣府告示第年内閣府告示第年内閣府告示第 229229229229 号号号号。以下「救援の程度

及び基準」という。）及び県国民保護計画の内容

に基づき救援の措置を行う。 

イ 市長は、「救援の程度及び基準」によっては救

援の適切な実施が困難であると判断する場合に

は、知事に対し、内閣総理内閣総理内閣総理内閣総理大臣に特別な基準の設

定についての意見を申し出るよう要請する。 

 

３ 救援の内容 

(1) 救援の基準等 

ア 市長は、事務の委任を受けた場合は、「武力攻

撃事態等における国民の保護のための措置に関

する法律による救援の程度及び方法の基準」（平平平平

成成成成 16161616 年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第年厚生労働省告示第 343343343343 号号号号。以下「救援の

程度及び基準」という。）及び県国民保護計画の

内容に基づき救援の措置を行う。 

イ 市長は、「救援の程度及び基準」によっては救

援の適切な実施が困難であると判断する場合に

は、知事に対し、厚生労働厚生労働厚生労働厚生労働大臣に特別な基準の

設定についての意見を申し出るよう要請する。 

 

救援事務の移管に

よる変更 

 

 

第 3編 

第 6章 

(P51) 

 

２ 安否情報の収集 

(1) 安否情報の収集 

（中略） 

また、安否情報の収集は、避難所において、避難

住民から任意で収集した情報のほか、住民基本台帳

等、市が平素から行政事務の円滑な遂行のために保

有する情報等を活用して行う。 
 

 

２ 安否情報の収集 

(1) 安否情報の収集 

（中略） 

また、安否情報の収集は、避難所において、避

難住民から任意で収集した情報のほか、住民基本

台帳、外国人登録原票、外国人登録原票、外国人登録原票、外国人登録原票等、市が平素から行政事務

の円滑な遂行のために保有する情報等を活用して

行う。 

 

外国人登録法が廃

止され、市が保管し

ていた外国人登録

台帳が法務省保管

となったことによ

る変更 

 


